
第 39 回 ISMAP 運営委員会 

議事要旨 
 

 １．日時：令和８年２月 27日（金）10:00～12:00 
 

 ２．場所：オンライン形式 
 

 ３．議題及び議事内容 

（１）ISMAPクラウドサービスリストへの登録について 

・ ISMAP クラウドサービスリストへの登録申請があった 12 社 14 サービス（新

規登録８件、更新登録６件）について、技術的審査における各項目の確認状況

及び登録の是非に関する見解の報告を ISMAP運用支援機関から受け、討議を行

い、登録が適切と判断されたサービスについて同リストへの登録を決定した。 

※ その他、更新登録申請があった９社 13サービスについては、ISMAP運営規

則 2.4.2に基づき、ISMAP運営委員会委員長へ一任のうえ登録することを決

定した。 

 

（２）登録済みサービスの変更に関する届出について 

・ ISMAP クラウドサービスリスト登録済みサービスの変更に関する届出７件に

ついて、届出内容の報告を ISMAP 運用支援機関から受け、ISMAP クラウドサー

ビスリストにおいて必要な情報を開示することを決定した。 

 

（３）情報セキュリティインシデントについて 

・ 事業者から提出された「情報セキュリティインシデントに関する報告書」に

係る直近の対応状況についての報告を ISMAP運用支援機関から受け、内容を討

議のうえ、対応方針を決定した。 

 

（４）ISMAP運営委員会が指定する詳細管理策の更新について 

・ ISMAP標準監査手続に準拠する手続の実施のために必要となる「ISMAP運営委

員会が指定する詳細管理策」について、令和８年度分の対象に関する更新内容

の報告を ISMAP運用支援機関から受け、内容を討議のうえ、対応方針を決定し

た。 

 

（５）ISMAP運営委員会の議事録公開等について 

・ ISMAP 運営委員会の議事録の作成状況についての報告を制度所管省庁から受

け、討議を行い、国家サイバー統括室ホームページでの公表を決定した。 

 



・ ISMAP 運営委員会の意思決定に関する検討状況についての報告を制度所管省

庁から受け、内容を討議のうえ、対応方針を決定した。 

・ ISMAP 等クラウドサービスリストの利便性向上に関する対応についての報告

を制度所管省庁から受けた。 

 

（６）規程等の改正について 

・ 以下の規程について、（５）の ISMAP運営委員会の意思決定に関する内容を反

映するため、所要の改正を決定した。 

〔改正対象〕 

・政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）運営規則 

 

（７）監査機関の拡充について 

・ 監査機関の拡充に関して、監査法人以外の法人も参入可能とすることに伴い

改正した規程類の解釈についての報告を制度所管省庁から受け、内容を討議の

うえ、対応方針を決定した。 

 

（８）ISMAP管理基準に関する整理について 

・ ISMAP管理基準改定案公表後のスケジュールの全体像及び、ISMAP管理基準に

おけるリスクアプローチの考え方の整理についての報告を制度所管省庁から

受けた。 

 

 

（以 上） 
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